
～ ご不明な点は、お近くの漁業共済組合までご相談ください ～

＜漁業共済組合・漁済連＞

新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受けた漁業者への積立ぷらすの特例！
※新型コロナウイルス感染症の影響が収束するまでの特例措置です。

※＜漁協組合（支所）長の証明＞とは、新型コロナウイルスの影響により、令和 4 年 1 月以降

に前年同時期の収入または過去同時期の平均収入と比較し、20％以上減少している月がある

ことを漁協組合（支所）長に 証明してもらうことです。

【 令和４年度契約のコロナ特例措置の適用等の早見表 】

特例措置（項目）

令和４年度契約のコロナ特例措置の対象

新規契約 継続契約
漁協組合長等

の証明

① 積立金の積立猶予 〇 〇 不 要

② 積立金の積立免除 〇 〇 必 要

※年度の途中でも、新型コロナウイルス感染症の感染状況により特例措置が利用できなく

なることがあります。

※特例を受けようとするときに責任終了日が間近な場合等は特例措置が利用できないことが

あります。

令和４年

４月版

以下の特例措置は、契約内容等により受けられる内容が異なります。

① 積立金の積立猶予
積立金の納入期限を延長することができます（原則として、責任終了日の直前の

口座振替日（毎月８日）まで）。

② 積立金の積立免除＜漁協組合（支所）長の証明必要＞

積立金の積立が免除されます。

【 積立金の積立免除の要件 】

●新規契約は、基準収入が 1 億 6,000 万円以内であること。

●継続契約は、今回契約の漁業者積立額が前回契約の漁業者積立額以内であること。

特例の主な内容


